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要　　　旨 　EUのグリーン・ディールと「農場から食卓へ」戦略に牽引される形で、また新型コ
ロナ禍からの経済復興を推し進める中で、脱炭素化を通じた経済成長戦略が、先進各
国の農政において急速に広まっている。高い環境的レベルでの農産物の規格が国際貿
易において事実上の標準となろうとしているなか、ICT技術の活用、より効率的な農薬・
肥料の使用のための農業投資が進行中である。海外市場への農産物輸出の増加を目指
して、こうした投資が不可欠と考えられている。農業の世代交代を促進するためにも
こうした高いレベルの環境効率的な投資への助成が課題となっている。一方、競争力
ある個別経営の強化と同様、中小規模の経営の地域への根付きも、各国において重要
な課題と位置づけられている。競争力ある経営体の育成と地域レベルでの農業の維持、
という時として矛盾した農業戦略を両立させるのはしばしば困難である。本稿はフラ
ンスを事例に、競争力ある農業経営体の育成と地域への農業の埋め込みについて検討
を行う。

キーワード フランス　地域食料プロジェクトPAT　家族農業　農業者の孤立貧

１．はじめに
世界経済は脱炭素的な経済成長体制に突入し

ようとしている。電気自動車の開発競争に見られ
るように、脱炭素を通じて国際競争力を獲得する
ことが至上命令となった。先進各国政府も脱炭素
による経済成長戦略をうったえている。脱炭素化
への積極的な公的投資が、金融的不安定性をこえ
て安定した経済成長体制を構築できるかどうか、
各国政府は正念場にたたされている。経済の金融
化から得られた利潤が生産的投資に向かわず、経
済は低迷し、そこにコロナ禍が直撃したのである。
2015 年の国連持続的開発目標 SDGs の達成の努
力は現在の新型コロナ禍により一挙に加速するこ
とであろう。我々は、とりわけデジタル技術によ
り促進される、こうした萌芽的動向を「脱炭素化

蓄積体制」と、さしあたり呼ぶことにしよう。農
業や食品部門でも同様の展開が見られる。先鞭を
つけたのは欧州連合 EU である。EU は 2019 年末
に発表した「EU グリーン・ディール」（2050 年に
カーボンゼロを目標とする）の一環として、2020
年 5 月に「農場から食卓へ」戦略を公表し、2030
年までに農薬の 50%、肥料の 20% 削減、有機農
業面積 25% への拡大などと、意欲的目標を設定
している。次期共通農業政策 CAP 改革もこうし
た目標を取り込み、農業・食品部門での輸出競争
力を獲得すると同時に、加盟国での地産地消的施
策を推進しようとしている。EU に牽引される形
で、先進各国の農政も持続的農業に向けて大きく
舵を切ることが予想される。日本も「みどりの食
料システム戦略」の策定に踏み切ったところであ
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る。フランス農相は「EU の通商戦略はグリーン・
ディール、新しい CAP に基づかなければならな
い」と明言し（2021 年 9 月 6 日会見、La France 
Agricole, 2021a, 9 月 7 日付け）、WTO 協定を遵
守しつつもアグロエコロジーの世界標準を自由貿
易協定の枠内で相手国に押しつけることで、とり
わけメルコスル諸国からの輸入を制限する意欲を
見せている。大臣は「アグロエコロジー的移行を
加速することを望むとすれば、条件がある。こう
した移行を尊重しない農産品を大量に輸入するこ
とをやめることだ」というのである（La France 
Agricole, 同上）。

本稿はこうした脱炭素化蓄積体制への農業の転
換を推し進めてきた背景を、フランスを事例に検
討する。持続的な農業を推進するためには膨大な
投資が必要とされ、EU 及びフランスは復興プラ
ンとして財政支援を発表している。フランスはす
でに 1960 年以降、農業近代化の道を邁進してき
た。フランス農業における強蓄積により高度化し
た生産力構造は、農業経営の家族的な性格との軋
みが見られるようになっている。フランス農業が
抱えている多くの課題について、農村社会学者や
政治社会学者などの近年の成果が興味深い論点を
提示してくれている。こうしたフランスにおける
研究蓄積は我が国の農業についても多くの示唆を
与えてくれよう。

農業を取り巻く全般的な社会経済状況に目を向
けよう。ボルタンスキーとシアペロが『資本主義
の新たな精神』で明らかにしたように、資本主義
は、その存続のために自らへの「批判」を必要と
する（ボルタンスキー、シアペロ , 2013; 須田、海
老塚 , 2013）。近年、社会的格差への高まる批判
に見られるような「社会的批判」とならんで、ス
ローライフや田園回帰などのライフスタイルをめ
ぐる「芸術家的批判」も高揚している。資本主義
は 1968 年以来の、格好の批判に直面していると
言えよう。こうした批判を取り込むことで、資本
主義が脱炭素化を通じた経済成長を達成すること
は大いにあり得ることである。脱炭素化投資によ
り新しい機械や設備、インフラへの置き換わりが

進むことであろう。事実、EU や米国をはじめ先
進各国ではグリーン・リカバリーと称してポスト・
コロナを見据えて積極的な投資助成が行われてい
る。新たに構築されるであろう成長体制ないし蓄
積体制は、現在の金融不安定性を克服して安定し
た成長体制を確立することができるであろうか。
レギュラシオニストが指摘するように蓄積体制を
構成している制度は力関係の妥協の産物である。
資本主義への「批判」がこうした制度の構築に決
定的な役割を持ち、蓄積体制をより社会包摂的に
するのも、こうした批判である。

ところが「批判」が代表されるメカニズムが大
きく変化している。公共政策からの国家の撤退と
いう背景において、また代議制民主主義の危機と
いう背景において（宇野 , 2013）、地域レベルにお
ける公共政策の統合的役割がますます重要になっ
ている。フランスでの国家の役割の再編は以下の
ように特徴付けられる（Le GALES, 1998, p.203）。
・経済を運営する国家の能力が衰退し、グローバ
ル化と国民国家の間でのずれが生じている。
・政党や労働組合、教会といった全国レベルでの
社会的代表制が断片化し衰退している。
・欧州という政治空間が確立されてきた。

政府は国内の選挙民と同時に、国際的なレベル
での市場の選挙民（外国人投資家）を満足させ
なければならず、国内での民主主義的手続きを通
じて、グローバル市場に適合した政治をうみださ
なければならない、という困難な舵取りを迫られ
ているのである。欧州では歴史的に、国民国家の
形成において都市や州、地域が重要な役割を演
じてきたこともあり、国家がこのように後退した
ときに、地域こそが利害や集団、制度の新しい調
整様式として登場しているのである（Le GALES, 
1998, p.210）。2008 年の欧州金融危機のあおりを
受けて、イタリアでは徐々に県が廃止され大都市
圏（メトロポール）がこれに代わりつつあり、フィ
レンツェ・メトロポールなどが成立している。フ
ランスではコミューンは 3 万 6,500 ほどで、町村
合併は進まず、コミューンはそのアイデンティティ
を維持しつつも単独では行政サービスを提供する
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のが困難なため、1,236 の広域的地方公共団体へ
と組織化されている（Doré, 2018）。EU や国、州
の地域振興予算の受け皿としてそれぞれの広域的
地方公共団体は競合しており、地域は「プロジェ
クト」の間での競争によって構築されることにな
る 1）。

本稿は、戦後のフランス農業近代化を概観し、
現在進められている脱炭素化を通じた国際競争力
獲得にともなう困難について提示する。すなわち
国際競争力を獲得するためには生産力構造を高度
化しなければならないが、それは農業経営の家族
的性格との間に軋みをもたらしているのである。
それはとりわけコントラクター組織への農作業の
委託にみられる。一方、2000 年代後半以降、地
産地消的取り組みがフランスにおいても推進され
ている。社会的公正や環境、健康にかかる統合的
な政策の地域レベルでの構築について、地域食料
システムを事例に紹介したい。フランスにおける
資本主義的農業の萌芽的発展における複数の道が
見られるのである。

２．農業における家族的性格の衰退
（１）農業近代化と家族農業

先進各国の農業は第二次大戦後、家族農業を
基礎に発展してきた。当時の冷戦構造の下で、大
戦前のファシズムを生み出した農地制度を改革し
つつ、社会主義陣営に対抗するために伝統的な家
族農業経営を民主主義の基盤としようとしてきた
のである。農業経営を家族的たらしめているのは、
農地と経営資本、労働力が家族の中に統合されて
いることによる。戦後の経済復興を遂げるために
は非農業部門への労働力の移動が必要であり、ま
た農業にとどまる人々のためには都市の工業部門
に匹敵するような所得をもたらすべく、経営規模
拡大と機械化を通じた生産性向上をもたらすこと
が要請された。こうしてフランスでは 1960 年の
農業基本法とその補完法（1962 年）が制定され、
夫婦二人の働き手からなる家族経営の育成が目標
とされたのである。1929 年に創立された「カトリッ
ク農業青年運動 JAC」が 1957 年に青年農業者セ

ンター CNJA と合流し、農業の近代化を推し進め
た。その際に、いわゆる「三つの農業」理論が提
示され、農業労働者を雇用する大規模土地所有者
による農業と、古びた小規模経営の二つを排除し、
夫婦二人の働き手からなる中規模経営を発展させ
ることが目指された。構造政策として、農地市場
介入手段としての「農業土地公社 SAFER」と、
経営構造コントロールにより過度な経営集中を抑
制するために「県農業方向付け委員会 CDOA」
が制定される一方、農業経営構造近代化に適さな
い高齢農業者への引退補償金 IVD が制定される
ことになった（Purseigle, et al ., 2018, p.168）。

（２）家族農業と農地
1960 年代の若い世代は農地所有と経営を切り

離そうとした。こうして農地の取得の負担から農
業者を解放するために、1970 年 12 月 31 日の法律
により農業土地集団 GFA が制定され、長期小作
権が制定されることになった。つまり父親の主導
で、贈与分割に際して家族 GFA が形成され、そ
こで農地が出資される。後継ぎの農業者はその職
業期間を通じて法的安定性のある長期間の小作
権を締結する。GFA の締結が不可能な場合、不
分割で、兄弟姉妹は小作料を受け取る。GFA が
構成されると彼らは GFA 持ち分の受取人となり、
その分、後取りは清算金の支払いを減少させるこ
とができる（Bosse-Platière, 2018, p.79）。

農地について家族的連帯が見られる場合、こう
したアレンジメントはうまくいく。この場合、経
営の一体性の保全のために、相続人の平等が犠牲
になる場合もある。兄弟姉妹はしばしば GFA 持
ち分を虚有権 nue-propriété として受けるのであ
り、親が用益権 usurfuit を保持して小作料を受け
取り、年金の足しにしているからである。甥や姪
の世代になれば経営の保全になど関心もない。公
証人や簿記事務所は、資産が多い場合には GFA
を持ち株法人とする経営法人 SCEA を作ることを
勧める。GFA が SCEA に農地を貸すのである。
経営に従事しない GFA の出資者は、経営法人の
資本保持者となり、この法人からの配当金を受
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けることができるのである（Bosse-Platière, 2018, 
p.80）。2016 年にフランスの耕地面積の 20% しか
自作地ではなく、60% が第三者からの借地であり、
20% が組合員からの借地をなしている（Agreste, 
2021a, p.24）。フランスにおいてはますます市場で
売買される農地が少なくなっている。小作権を設
定されていない農地の取引量は 1997 年と 2012 年
の間に半分となり、2010 年には小作権を設定され
た農地取引量は設定されていないそれを初めて超
えている（須田 , 2015）。農地取引の多くは既存の
小作人が借地を買い取るという場合が多くなって
いる。農地の所有者は小作に出せば、取り戻しが
困難となり、小作人による借地の買い取りは、先
買権を行使され、小作権が設定されていない農地
より 30% ほど価格が低下するので、家族のなかで
農地を保有することが選好される（須田 , 2019）。

（３）家族農業労働
フランスの農業経営は 2000 年の 66 万 4,000 か

ら 2010 年の 49 万を経て、2019 年の 41 万 6,000
経営へと推移している。それに合わせて農業労働
力（年 1,824 時間以上農業従事を 1 単位としたフ
ルタイム換算）でそれぞれ、95 万 7,000 人から 75
万 1,000 人、68 万 4,000 人となっている（Agreste, 
2021b, p.26）。1955 年に 230 万の経営、82 万 4,000
人の農業従事者がいたことから考えると、経営
は激減し、農地や生産手段の集中がなされてき
たことがわかる。それに合わせて経営者一人あ
たりの農業所得も 1980 年を 100 として 2019 年に
は 220 へと推移してきた（Jeanneaux, Purseigle, 
Bodiguel, Hervieu, 2020, p.3）。

1960 年の農業基本法が目標とした夫婦二人で
の家族経営の発展という目標は達成されたであろ
うか。農業労働力を経営者と家族補助者、常雇、
季節雇・農作業請負会社（コントラクター）・機
械利用協同組合 CUMA に分ければ第 1 表のよう
になる。

労働力に占める経営者の割合は 6 割ほどで安
定しているが、家族補助者の割合が激減し、経営
者の配偶者や親世代、子供たちもほとんど経営の

労働力としては関与していない。経営者の平均年
齢は 2019 年で 52 歳である。興味深いのは季節
雇をのぞく、農作業請負会社と CUMA の労働力
が 2000 年の 8,000 人から 2010 年の 1 万 1,700 人、
2019 年の 1 万 6,500 人に増加していることである

（Agreste, 2021b, p.26）。

（４）家族と農業の切断
家族補助者が著しく減少していることをどのよ

うに評価すべきであろうか。経営者の配偶者が農
業法人の共同経営者となる場合ももちろんある。
しかし全国一の畜産地帯であるブルターニュ州で
も、2010 年に農業経営者の配偶者の 72% が就業
し、農業で就業している配偶者は 17% であるの
に対し、39% は役場や高齢者施設、学校に勤務
し、商業 10%、食品工業 6% 等で雇用されている

（INSEE, 2020a, p.2）。やはり畜産の盛んなペイ・
ド・ラ・ロワール州の場合、農業経営者の配偶者
で農業に就業している者は 26% で、22% は従業
員、12% は中間的職業（教育や看護師など）であ
り、夫婦ともに農業者である場合はそれほど多く
ない。同州では酪農専門経営でも 35.8% の配偶者
は農外で働き、穀物専門経営では 45.3% となって
いる（INSEE, 2017, p.3）。労働力が必要な畜産部
門でも配偶者はもはや、しばしば経営では就業し
ていないのである。

2010 年の農業センサスに基づいて Delame 
（2015）は、農業経営者（法人共同経営者含む）
とその配偶者の就業状況を示している。それによ
れば標準生産額 2 万 5,000 ユーロ以上の職業的経
営（中大規模経営）の配偶者でさえ、農業のみに
従事する配偶者は 22% しかおらず、15% は兼業、
41% は非農業活動のみに就業しているのである

（第 2 表）。このように、労働力の観点からも農業
経営と家族とが切断される傾向にある。若い世代
の多くの農業者は都市部での雇用就労の経験があ
り、そこで配偶者と出会い、農業者が就農した後
も配偶者は結婚前の勤務を続ける場合が多いこと
も影響している。
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（５）農業世帯の所得と資産
１）農業者世帯の所得源と可処分所得の構成

農業経営の家族的性格が衰退していること
は、農業者世帯における所得の多様性にも示さ
れている。中大規模経営で就業する農業者の
2010 年の家族の全体所得は 3 万 8,200 ユーロであ
る（Delame, 2015）。そのうち農業所得は 62.6%、
農外就業所得が 22.2%、所有による所得 2）が
11.8%、年金などが 3.4% をなしている（第 3 表）。
第 3 表では所得が農業のみに由来する家族、経営
者が兼業の家族、農業者と農外就業者との混合家
族、年金受給者を含む農業家族が示されている。

第 3 表は中大規模経営の農業者の家族の平均
所得の構成を示しているが、農業経営の 36%、農
地面積の 7%、農業生産額の 3% を占める小規模
経営の農業者を含む農業者世帯の所得は、小規
模農業経営の所得が正確に把握できないこともあ
り、その実態を捉えることは困難である（Delame, 
2015）。Bordet-Gaudin ら（Bordet-Gaudin, 
Logeais, Ulrich, 2021, p.2）は、作目地帯別の農業
世帯の課税データにより、小規模農業経営を含む
農業世帯の所得の構成の実態を明らかにした（第
4 表）。こうした農業世帯の可処分所得の 3 割ほ
どしか農業所得は占めず、多くは農外所得とりわ

第1表　農業労働力 ( フルタイム換算 )(%)

第2表　経営者及び法人共同経営者、配偶者の就業 (2010)(%)
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 第１表 農業労働力(フルタイム換算)(%) 
 経営者 家族補助者 常雇 季節・会社・CUMA 

2019 57 5 21 17 

2010 59 10 19 12 

2000 56 18 16   11 

出典:Agreste (2021b), p.27 
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 第 2 表 経営者及び法人共同経営者、配偶者の就業(2010)(%) 
 小規模経営 中大規模経営 経営全体 

経営者、共同経営者(配偶者含む) 

・農業のみ 

・兼業 

・引退、非就業 

100 

26 

37 

37 

100 

84 

13 

3 

100 

67 

20 

13 

配偶者(非共同経営者) 

・農業のみ 

・兼業 

・非農業のみ 

・引退、非就業 

100 

7 

15 

27 

51 

100 

22 

15 

41 

22 

100 

17 

15 

36 

32 

出典:Delame (2015), p.33 
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のに対して、全就業者世帯では 3.3 倍でしかなく、
農業者間での経済格差が大きい（Bordet-Gaudin, 
Logeais, Ulrich, 2021, pp.1-2.）。

このように支配的な作目地帯によっても状況は
異なるが、農業者世帯の所得の構成から見ても、
農業経営と家族との関係は切断されている。1960
年代に農業近代化政策が目標としていた夫婦二
人での農業経営体による都市世帯との均衡した所
得達成は、もはや過去のものとなった。2018 年の
農業者世帯の可処分所得の中央値 2 万 2,210 ユー
ロは、就業者世帯全体のそれ（2 万 1,250 ユー
ロ）とほぼ同じであるが、農業者世帯に占める農
業所得の割合は 3 割でしかないのである（Bordet-

け配偶者の所得が占め、第三に資産所得とりわけ
小作料や不動産賃貸収入からなる。

Bordet-Gaudin らによれば農業者世帯の 18% が
貧困閾値（1 万 3,000 ユーロ）以下で生活し、就
業世帯全体の 13% よりも多い。肉牛専門地帯で
の貧困率が高いのは（25.1%）、農村部で、他に
就業機会が少ないこと、独身者が多いことによ
る。逆に果樹野菜専門地帯では農業所得はそれほ
ど多くないものの、可処分所得が高いのは、こう
した地帯はパリを含むイル・ド・フランス州や地
中海沿岸、大西洋岸であり、農外所得や資産所
得が多いことによる。農業世帯の可処分所得の下
位 10% と上位 10% の間での格差が 4.7 倍である

第3表　中大規模経営の農業者家庭の平均所得 (2010)( ユーロ )

第4表　農業者世帯の平均所得の構成 (2018)( ユーロ )
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第 4 表 農業者世帯の平均所得の構成(2018)（ユーロ） 
作目地帯 農業所得 賃金所得 他の活動 資産 年金 平均可処分所得(中央値) 

肉牛 11,340 19,309 3,248 5,667 2,440 38,060 (18,420) 

乳牛 17,017 19,822 3,357 6,274 2,229 44,396 (20,350) 

穀物 17,635 29,972 4,777 12,109 2,880 57,396 (25,780) 

畑作 28,160 28,861 6,017 14,494 2,573 67,230 (28,340) 

果樹野菜 13,110 41,748 7,223 19,473 3,317 68,602 (26,740) 

全体 17,654 25,639 4,507 10,436 2,683 52,398 (22,210) 

出典: Bordet-Gaudin, Logeais, Ulrich (2021), p.2 より筆者作成 

読み方：肉牛の支配的な作目地帯（コミューン）での農業者世帯では、平均可処分所得は 3 万 8,060 ユー

ロで、うち農業所得が 1 万 1,340 ユーロである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
第 5 表 フランス農業経営体の５つのタイプ(2000 年〜2016 年) 
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 第 3 表 中大規模経営の農業者家庭の平均所得(2010)(ユーロ) 
 全体所得 農業所得 農外就業所得 所有所得 年金 

全体(100%) 38,200 23,900 8,500 4,500 1,300 

農業のみ(50%) 28,300 24,000 - - - 

経営者兼業(14%) 51,800 24,900 20,200 6,700 - 

配偶者農外(24%) 48,600 24,300 20,400 - - 

年金受給(12%) 42,500 21,000 - 7,000 14,500 

出典 :Delame (2015), p.39 より筆者作成 

  

出典 :Delame(2015),p.39 より筆者作成
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上述のような農業世帯の資産額 104 万ユーロは
なるほど、従業員の 12 万 3,000 ユーロはもとより、
商業者・企業主の 57 万 5,000 ユーロよりはるかに
多い（Camagnes solidaires, 2017, p.3）。しかし、
その負債比率によっても、また資産に占める職業
資産の割合の多さ（2010 年で農業世帯 48% に対
して、商業者・企業主世帯 32%, Laferté, 2018b, 
p.135）によっても、農業者の富裕さへの批判は相
対化されることになろう。

３．コントラクターへの農作業委託
（１）農作業委託の増大

近年、農作業請負会社（コントラクター）や雇
用主集団（ヘルパーを含む）といった第三者雇用
主への農作業委託が注目を引いている（CGAAER, 
2021）。これには「経済活動による社会的包摂」

（「桃源郷の菜園 Jardins de Cocagne」のような障
害者の雇用）も含めることができよう。こうした
新しい農業労働形態は、農業経営者が労働者を
直接に雇用する際の人的資源管理にかかる困難を
緩和させることができる。上述のように 2010 年
から 2019 年に、コントラクターへの農作業委託
は顕著に増加し、コントラクターは 2019 年にフル
タイム労働換算で 3 万 5,535 人を雇用し、2010 年
より 31% 増加している（CGAAER, 2021, p.68）。
2019 年にフルタイムの農業労働力は 71 万 5,000
人であり経営者が 38 万人（53%）、経営が直接に
雇用する農業労働者が 24 万 8,000 人（35%）、第
三者雇用への作業委託 8 万 7,000 人（12%）であ
る。コントラクターと雇用主集団（ヘルパー・サー
ビス等を含む）で、こうした「間接的」雇用の
大半を占め（それぞれ 41% と 34%）、「社会的包
摂」も 11% を占めており、農福連携も農業雇用に
おける重要な役割を演じている。そのほか、外国
人労働者の活用 8%、労働者派遣サービス 3% な
どとなっている。こうした第三者への作業委託は
作目別では、フルタイム換算労働で、穀物部門で
36%、ブドウで 28%、複合経営 24% 等となってい
る（CGAAER, 2021, p.68）。

コントラクターへの農作業委託は二つの形をと

Gaudin, Logeais, Ulrich, 2021, p.2）。

２）農業世帯の資産
日本と同様、フランスにおいても農業世帯の

資産は、「アグリ・バッシング」の際にしばしば
言及されることもあり、農業界にとってある種の

「タブー」とされている（Campagnes solidaires, 
2017, p.1）。フランスの農業世帯の資産額とその構
成を見てみよう。2004 年から 2015 年にフランス
の農業世帯の平均の総資産額は 48 万 9,724 ユー
ロから 104 万ユーロに倍増しているが、増加は主
として職業資産による（27 万 4,000 ユーロから 66
万 4,100 ユーロへと 142% 増加）。2015 年の農業
世帯の純資産額中央値は 51 万 500 ユーロであり、
うち職業資産 26 万3,100 ユーロ、不動産18 万7,300
ユーロ、金融資産 4 万 4,000 ユーロ、動産（自動
車や住宅設備など）1 万 6,000 ユーロとなってい
る（Jeanneaux, et al ., 2020, p.8）。こうした農業世
帯における資産の形成は経営移譲にとっての困難
をなしている。後継ぎにとって親や兄弟姉妹に支
払う取得費用が膨大な金額になってしまうからで
ある。Jeanneaux ら（ibid., p.8）によれば、例え
ばPuy-de-Dome県での就農助成金DJA（2万5,000
ユーロ /DJA）を受ける農業者の投資金額は 33
万 3,000 ユーロであり、うち 10 万 9,000 ユーロが
取得費用で、22 万 4,000 ユーロが、最初の 4 年間
での投資額に該当する。就農助成金 DJA だけで
は経営移譲は困難であろう。

農業簿記会計情報ネットワーク RICA による中
大規模農業経営の職業資産を示しておこう。2015
年で経営の平均総資産は 46 万ユーロ（うち 11
万ユーロはストック）、59% は固定資本、41％が
流動資本である。この 46 万ユーロは、43% は負
債によりファイナンスされ、57% が自己資本によ
る。負債償還が経営粗利潤の 45% を占めている

（Campagnes solidaires, 2017, p.2）。フランスの農
業経営の平均負債比率（負債 / 総資産）は、1960
年 の 6%、1987 年 の 18%、1995 年 の 35%、2018
年の 48% と増加している（Ansaloni, Smith, 2021, 
p.23）。
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人を雇用しているのである（常雇、季節雇を含む）
（Nguen, et al ., 2020）。2016 年にすべての作目部
門で、2 万 6,500 経営が耕作作業全体を委託し、
50 万ヘクタールに上る。そのうちの 70% は中大
規模経営であり、こうした作業全体を委託した経
営は、穀物部門の経営全体の 12.5% にものぼり、
酪農で 6.1%、ヤギ羊で 5.4%、複合作物複合家畜
で 5.4% となっている（ibid., p.62）。

一方、Forget らは農業形態の 5 つのタイプを
析出し、2000 年農業センサスから 2016 年の構造
調査に至る、これらの経営形態の動向を第 5 表の
ように描き出している（Forget, et al ., 2019）。経
営者一人もしくは家族労働による経営は経営全体
の７割を占めるが、年間労働単位及び生産額の半
分を占めるに過ぎず、経営数も 37% 減少してい
る。夫婦二人及び拡大家族の、典型的家族経営は、
経営の 30%、生産額の 28% を占めるに過ぎない

（ibid., p.27）。経営者一人のみと、0.75 人以下の労
働単位の経営は二つで、経営の 42% を占めるも
のの生産額の 22% を占めるに過ぎないのである。
雇用労働に依拠する経営は主として、ブドウ・ワ
イン、果樹野菜である。家族関係にない経営結合
は主に酪農に多い。

る（Nguen, et al ., 2020, p.45）。一つは農作業「放
棄」であり、経営者はもはや名ばかりであり、農
作業のみならず、経営の経済的管理、行政手続き
も、一人もしくは複数の受託者に委託する。もう
一つの形は「集中化」であり、経営者は経営にとっ
てコアでない部分の作業を委託する。例えば畜産
経営が畜産に専念するために、畑作を委託するな
どである。

農作業の委託は「結い」（相互扶助 entaide）と
ならんで古くから見られる（ibid., p.44）。こうした
委託はかつては収穫作業時に機械をもたない小規
模農業者が近隣農業者に作業を委託するような場
合に見られた。しかし現在では 2010 年に、経営
の 62.3% が何らかの形でコントラクターを利用し、
2016 年には「顕著に委託する経営」は 2 万 5,542
経営に達している 3）。しかもこうした増加は中大
規模経営による。2016 年に中大規模経営による
委託は 1 万 7,899 経営と、2000 年から 103% 増加
したのに、小規模では 7,653 経営で、3% 減少し
ているのである（ibid., p.49）。

2004 年から 2014 年の間に、コントラクター数
とその雇用者はそれぞれ 10%、73% 増加し、2016
年では1万4,022組織のコントラクターが9万6,452

第5表　フランス農業経営体の 5 つのタイプ (2000 年〜 2016 年 )

32 
 

タイプ 

 

経営者 1 人もし

くは家族 

家族と雇い 雇い人主流 結合経営 作業委託 

経営増減率 -37% -2% +23% +79% +53% 

特徴的数字 

(2016 年) 

生産額の 49.6% 

労働力の 51.1% 

経営数の 71.8% 

生産額の 23.8% 

労働力の 20.5% 

経営の 12.6% 

生産額の 14.4% 

労働力の 18.1% 

経営の 5.8% 

生産額の 6.7% 

労働力の 5.7% 

経営の 3.2% 

生産額の 5.5% 

労働力の 4.6% 

経営の 6.6% 

カテゴリ別 0.75 人以下の経

営(-38%) 

経営者のみ(-2%) 

夫婦(-49%) 

拡大家族(-68%) 

経営者１人、雇い

1 人(+40%) 

雇い人と家族(-20%) 

雇い 3 人未満

(+45%) 

3-６人(+4%) 

6-13 人(-4%) 

13 人以上(-7%) 

- 中大規模経営

(+103%) 

小規模経営 

(-3%) 

 

出典:Forget, et al. (2019), p.28. 
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（２）農作業委託の背景
上述のように農業者社会共済 MSA のデータに

よれば 2016 年に 1 万 4,022 組織のコントラクター
が 9 万 6,452 人を雇用している（常雇と季節雇含
む）。農業省資料（CGAAER, 2021, p.68）では、
2019 年にコントラクターには 9 万 6,308 人が就業
し、そこでは経営主・農業者が 7,273 人で、彼ら
が 8 万 9,035 人を雇用している。これはフルタイ
ムに換算して 3 万 5,535 人の就業で、経営主・農
業者 6,868 人、雇用労働 2 万 8,667 人となり、多
くの場合、農業経営者が機械を効率よく活用する
べく、こうしたコントラクターを構成しているこ
とがうかがわれる。

農作業をコントラクターに委託する場合、収穫
作業が圧倒的に多く、農薬や肥料の散布、播種
も多い。機械利用協同組合 CUMA に作業委託す
る場合もあるが、収穫や播種といった短期間で、
適時に、高価な機械を利用する場合はコントラク
ターが多い。コントラクターのほうが高い技術的
コンピテンスを有している。今後のフランス農業
において、コントラクターが大きな役割を演じる
ことになろう。こうした作業委託が増加している
背景には、農業政策が様々な環境規制により低投
入型農法への転換を進めていることがある。農業
者は ICT など高性能の機械や高い技能を取得す
る要請に迫られており、後継者への継承が不確実
な場合等に、慎重に投資するためにいわばテスト
して作業委託を試みる（Nguen, et al ., 2020, p.52）。

Nguen らはこうしたコントラクターへの作物に
かかる作業全般の委託について、耕種部門につい
て詳細に論じている（Nguen, et al ., 2020）。2016
年に作物だけでなく、経営全体の委託（「（経営の）
放棄による」委託）が小規模経営で 3,542 に対して、
中大規模経営でも 5,462 ある。耕種部門の中大規
模経営全体の 8.9%、標準販売額の 19.6%、面積の
7.0% がこうした「放棄」によるコントラクターへ
の農作業委託を行っている（ibid., p.63）。こうし
た中大規模経営における経営「放棄」による農作
業の全般的委託は、大規模化した経営の委譲の困
難を示している。小作に出せば経営は価値を生ま

ず、それより経営を家族内に維持したままで、経
営全般を委託することが選好される。Nguenらは、
ある事例を示している。「家に 3 人いて、あなた
は 100 ヘクタールを経営している。子供たちも誰
も経営を継いでくれない。儲からないことはわかっ
ている。あなたは 59 歳で、年金もわずかだろう。
多くの人が自問している。『もしうまくやってくれ
るサービスがあれば、何もしなくても、自分が働
いていたときよりも多くもうけることができるだ
ろう』と。あなたは自分の持ち分の所有権を家族
に与えるが、用益権 usurfruit を保持している。
そしてコントラクターに作らせる。経営は家族に
とどまる。それぞれが 3 分の 1 を得る。分けるの
に苦労はない」（ibid., p.61）。ここには経営移譲の
困難と、小作権を設定しないという配慮、共通農
業政策の直接支払い受給権を維持すること、より
効率的で技能の高いコントラクター組織に委託す
ることから得られる利益、といった理由からこう
した組織への委託がなされているという事情が読
み取れる。受託するコントラクター組織の側から
見れば、経営規模を拡大し、高価な機械設備の減
価償却を進めることができるのである。

（３）コントラクターの事例
農業省報告書（CGAAER, 2021）はコントラク

ターの具体的事例を示している。その中から二つ
を取り上げよう。一つ目は古典的なコントラクター
であり、粗飼料の収穫、わらロール生産、堆肥散
布の三つの農作業に集中している。6 人の常雇と
2 〜 3 人の季節雇を雇用している。その収益の 7
割は農業者へのサービス給付（とりわけ畜産農家
930 人）と 3 割の別の組織（農業や別のコントラ
クター組織）へのサービスである。もう一つは上
述で「経営放棄による」農業経営全体の委託に対
応する事例である。CAP の補助金の申請書の作
成から生産物の販売にまで至る、すべてを受託す
るのである。そのクライアントは、半径 15 キロ圏
内の 22 の経営で、耕種部門で受託面積は 2,700ha
に及ぶ。二人の経営組合員と、3 人の常雇、一人
の研修生を雇用している。機械設備の高い生産性
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と作業履歴の管理が強みである。GPS 機能を備
えた 6 台のトラクター、穀物経営のための耕起作
業機械、30 メートルの散布スプレーヤを保有して
いる。コントラクターからの請求額は、製品の販
売額から控除され、経営にはおよそ 500 ユーロ /
ha が支払われ、これによりクライアントは小作料
150 ユーロ /ha と農業社会共済 100 ユーロ /ha を
支払うことができる。コントラクターは卸に直接、
生産物を販売する。精密農業を含め、それぞれの
経営の分析を行うが、今後、個人的な経営データ
の扱いに難点が生じるかもしれないという（ibid., 
p.13）。

もう一つの事例をフランスの農業雑誌から紹介し
ておこう（La France Agricole, No.3921, 2021b）。
フランス南西部のオート・ピレネー県の Ducos 父
子の経営である。４代前からの経営であり、父は
1986 年に 21 歳で家族経営を取得し、1991 年には
すでにコントラクターを設立している。所有地は
28ha である。就農当時は農地もなく、規模拡大
できなかったが、今日、農業は大きく変化し、近
隣の農家でも多くが後継者もなく引退している。
彼はそこで 76ha を小作し、作物の多角化を図っ
ている。2013 年には息子が農業高校を卒業し、コ
ントラクター組織に入り、二人で経営している。
息子は 2019 年には 60ha を取得し、現在、70ha
の所有地と 40ha を小作している。こうして親子
は 2020 年に二つの経営を合併して有限責任農業
経営法人 EARL を構成し、218ha を経営している。
内訳は 97ha がトウモロコシ、大豆 48ha、小麦
23ha、ポップコーン 18ha、スイートコーン 10ha、
菜種 7ha、休耕及び草地が 15ha である。コント
ラクターは農業機械をフル活用するために経営さ
れている。父子はクライアントの作付け計画を見
極めてから自分たちの作付けを決定することにし
ている。効率的に機械を使用するためにである。

「トウモロコシの収穫時期には、日中はコントラク
ターとして働き、自分たちの畑の収穫は夜になる
ことがしばしばだった」からである。2020 年のコ
ントラクターの純販売額は 8 万 9,439 ユーロであ
る。父親持ち分の経営（104ha）の純販売額は 23

万 1,161 ユーロである。

（４）コントラクターへの政策的支援
農業経営にかかるすべてをコントラクターに委

託することは、CAP における「アクティブ・ファー
マー」の定義において将来的に問題を提起するこ
とになるかもしれないが、現在までのところ、ア
クティブ・ファーマーの基準には年齢制限（67 歳
以下）や「農業労災保険加入」の有無が検討され
ているのみであり、経営に従事する労働時間など
は考えられていないようである。むしろコントラ
クターによる農作業受託は地域農業の競争力向上
に資すると考えられている。後述するように「復
興プラン」でもコントラクター組織への投資助成
がなされているほか、EU の CAP の第二の柱で
ある欧州農村振興基金の補助金により、コントラ
クターによる機械設備投資が支援されている場合
もある。例えばノルマンディー州＝地域圏では、
こうした投資助成は以下の三つの目標を持ってい
る（ノルマンディー州 HP、Normandie, 2021）。
・農業機械のサービス給付を発展させること、コ
ントラクター組織の競争力を向上させること。
・農村地帯での雇用創出。
・農業者に対して、機械の費用を削減させ、労働
時間組織化を改善させ、経営における環境保全的
実践を発展させること。

その際、対象となるコントラクター組織は以下
の通りである。すなわち 10 人未満の小規模な会
社の場合であって、年間の取引額が 200 万ユーロ
以下であり、年間取引額の７割以上が農業者の農
作業のためになされていること、である。また 50
人未満の会社の場合であって、その取引額は 1,000
万ユーロ以下であり、その７割以上が農作業にあ
てられていることである。またこの補助率は該当
する事業の 15% までであり、この投資に際して雇
用が創出される場合には 20% までである。欧州
からが補助金の63%であり、州は37%を負担する。

４．農業における資本蓄積
（１）資本蓄積の論理と直接支払い
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資本主義と農業の関係は戦後日本の社会科学研
究の主要なテーマでもあったし、今なお論争が決
着したようにも思われない。本稿では、F. ブロー
デルから I. ウォーラスティンの系譜につながる意
味での資本主義理解を取りたい。それによれば国
民経済の中で発展した資本主義が世界化するので
はなく、資本主義ははじめから世界経済の形で、
15-16 世紀のヨーロッパ世界経済の成立と共に誕
生した（川北 , 1981, p.10）。他方、正統派マルク
ス経済学は「資本・賃労働」関係を資本主義的生
産様式の本質としている。ウォーラスティンは世
界システムのみが自立的システムであり、奴隷制
プランテーションであれ、それがヨーロッパ世界
経済の一部として機能し、これが資本主義システ
ムである以上、プランテーションも資本主義的で
ある、とする。このように考えると市場に向けた
営利的な生産はすべて資本主義的と捉えることが
できる。またアナ・チンはメキシコの衣服縫製工
場の先行研究を引用して、女性は、女性だからと
いう理由で家庭で幼い頃から裁縫を学び、縫製工
場は「サルベージ・アキュミュレーション」によ
り女性が家庭で習得した技術を工場に引き込む、
という（アナ・チン , 2019, p.98）。われわれは、こ
のような意味で農業と資本主義の接合関係を考え
ている。フランスの農業者は、農家に生まれたと
いう理由で、たいていの場合、長男は農業高校に
進学し農業経営を継ぎ、兄弟姉妹は学歴資本をつ
けてもらうことで、都市へと転出する。農業経営
後継者は、その経営規模に応じて、従業員もしく
は中間的職業（学校教師など）、（とりわけ穀物部
門の大規模経営の場合）管理職層の女性と結婚す
る（Laferté, 2018b, p.127）。こうしたフランスの
資本主義的農業の再生産構造において資本蓄積は
公的補助金の追求により促進される。

1992 年の共通農業政策 CAP の「マクシャリー
改革」まで価格支持により農業所得形成支援がな
されていたが、改革以降、市場介入価格が大幅に
引き下げられたのと引き替えに、「直接支払」が
導入された。所得への支援は農業者の経済資本（土
地面積と家畜頭数）に対してなされたため、農業

経営の規模拡大が加速した。農業経営者が保有
する経済資本に応じて公的支援がなされ、農産物
販売からの利潤もあわせて生産財への投資がなさ
れる。Ansaloni ら（2021）はこうした投資を農業
における「資本蓄積」と特徴付け、公的支援が現
代農業の資本蓄積の中心にあるとする 4）。

1960 年代に開始された農業近代化政策以降、
現在のグリーン・ディールや、昨年から始まり
2022 年にまで続けられる「復興プラン」に一貫
してみられるのは、近代化投資による資本蓄積で
ある。Ansaloni ら（2021）は、T. ピケティの言
うような、相続が経済資本の配分を決定してい
るフランス社会において農業も例外ではないとす
る。CAP において「良き」農業者は、その農学
的実践（環境保全や投入削減的など）によってで
はなく、隣人を生活させていた農地や経営を捕食
する行為によって選ばれるのだという（Ansaloni, 
Smith, 2021, pp.106-107, p.196）。CAP が農業者に
絶えず蓄積するように促すのは、公的補助金が彼
らの経営の経済成果と分かちがたく結びついてい
るからである。上述のコントラクター組織はまさ
に、こうした資本主義的農業経営の代表例である。

経営面積や家畜頭数といった経済資本の蓄
積が公的補助金をどのように呼び込むかを理
解するために Chatellier らの研究を紹介しよう

（Chatellier, et al ., 2021）。第 6 表は標準粗生産額
2 万 5,000 ユーロ以上の、いわゆる職業的経営の
全体（28 万 5,650 戸）と、穀物油糧種子タンパク
作物 COP 経営、酪農経営の二つの部門を示して
ある。経営者一人あたりの課税前経営所得 RCAI
は作目別にきわめてばらつきがある。2010-2019
年の 10 年間平均（2019 年ベース）で 2 万 9,500 ユー
ロであり、肉牛専門経営では 1 万 8,600 ユーロで
平均よりかなり低く（-37%）、酪農経営では 2 万
4,600 ユーロ（-16%）である。逆にブドウ・ワイン
では 4 万 7,100 ユーロ（+60%）、耕種（穀物油糧
種子、タンパク作物のみならずジャガイモや甜菜、
露地野菜を含む）は 5 万 700 ユーロ（+70%）で
ある。

当然のことながら、所得は市場の変動により大
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きく変動し、穀物油糧種子タンパク作物（COP）
経営の経営者一人あたり所得は、2010-2012 年の
3 年間平均で 4 万 8,800 ユーロであったが、2017-
2019 年の平均では 2 万 1,200 ユーロでしかなかっ
た。この部門の 10 年間平均は 2 万 7,000 ユーロで
ある。

所得形成における直接支払いの割合は、10 年
間平均で酪農経営で 87% を占め、肉牛では 195%
である。穀物油糧種子タンパク作物経営や複合作
物家畜でも所得において補助金額の割合は 100%
以上を占めている。耕種経営は、直接支払いの対
象とならないジャガイモや甜菜などの輪作を入れ
ているため、直接支払の割合は 59% である（以
上 Chatellier, et al ., pp.12-13）。

補助金が面積や家畜頭数に与えられるというこ
とは、これらの経済資本と生産財投資を増やすよ
うに農業者の競争を促し、このことは上述のよう

に農業者世帯の総資産中の職業資産が 2004 年か
ら 2015 年に 142% 増加していることに示される。
農場の資産は、家族農業の後継ぎのみならずそ
の兄弟姉妹にも分配されるべき資産と認識されよ
う。家族内での継承がうまくなされない場合、経
営は小作に出されることなく、経営者の地位が保
持され、こうした直接支払を受給しつつ、経営全
般をコントラクターに委託することになる。

このようにとりわけ穀物部門における大規模農
業者の「ブルジョワ化」（Laferté, 2018a）が指摘
されている。彼らにとって補助金による報酬は正
当なものと思われている。というのも彼らは過重
な債務を抱えることで、とりわけ穀物相場の低迷
時にリスクを取っているからである（ibid., p.133）。
ところが農業者のこうした「富裕化」は環境汚染
者としてますます批判にさらされている。またメ
リットクラシー・イデオロギーに基づいて、社会
的地位が学歴資格（ディプロム）によって階層化
されているようなフランス社会で、メリットクラ
シーならざる二つの資源（資産の不平等な相続と
公的補助金）に依拠した農業所得形成の社会的正
統性がますます脆弱になっている（ibid., p.134）。
こうして EU の農業補助金は以前にもまして、農
業者による環境サービスへの報酬として正当化さ
れなければならなくなっているのである。

（２）地域への農業の埋め込みの試行
１）地産地消のメインストリーム化

穀物や酪農製品、もちろんワインを別格として、
フランスでは農産物の国際競争力を向上させるこ
とで貿易黒字をもたらすことが農業の最大の使命
であり続けてきた。それでも中道右派のサルコジ
政権下で 2007 年に組織された「環境グルネル懇
談会」では、2018 年までに農薬使用量の 50% 削減、
有機農業面積の 2% から 20% への拡大、2012 年
までに団体給食における有機農産物調達 20%、と
いう意欲的な目標が設定されている。さらに 2009
年にはバルニエ農相の「バルニエ・プラン」によ
り地産地消的活動が積極的に展開されることに
なった。バルニエ農相はアルプス地方サヴォワ県

第6表　農業経営所得に占める直接支払 (2019)
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第 6 表 農業経営所得に占める直接支払(2019) 
 穀物 酪農 全体 

経営数(戸) 

労働量 UTA(人) 

経営者労働量(人) 

面積 ha 

56,870 

1.32 

1.20 

127 

39,840 

1.91 

1.63 

97 

285,650 

2.00 

1.39 

91 

生産額/人 

課税前所得 RCAI 

RCAI/経営者 

107,200 

25,800 

21,500 

117,700 

45,300 

27,800 

103,600 

41,700 

30,000 

RCAI/経営者(10 年) 27,000 24,600 29,500 

直接支払/経営 

直接支払/UTA 

直接支払/ha 

直接支払/生産額 

直接支払/RCAI 

33,100 

25,100 

260 

23% 

128% 

36,500 

19,100 

377 

16% 

80% 

30,700 

15,400 

340 

15% 

74% 

直接支払/RCAI(10 年) 114% 87% 77% 

出典:Chatellier, et al. (2021), p.12 
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選出の議員で、穀物から酪農への補助金の移転を
図ろうとして、フランス最大の農業ロビー団体「小
麦生産者委員会 AGPB」から「大臣は農業の社
会的側面に閉じこもっている」と批判されている

（Ansaloni, Smith, 2021, p.121）。
さらに 2012 年にフランス社会党が政権に返り

咲くと、ル・フォル大臣は 2014 年に農業基本法（「農
業食料森林のための未来の法律」）を制定するこ
とになる。そこではアグロエコロジーと「地域食
料プロジェクト PAT」を軸に、持続的な農業へ
の転換が謳われており、欧州の掲げる「グリーン・
ディール」と「農場から食卓へ」戦略と多くの点
で重なるテーマが取り上げられている。総じて、
フランスが、アグロエコロジーを通じて国際競争
力を獲得することが強調されている。また FAO
などに働きかけることで、途上国のアグロエコロ
ジー的転換を支援する姿勢が打ち出された（須田 , 
2022a）。

２）農業と食料、環境、社会包摂の地域的統合
フランスにおける持続的農業のための政策は、

上述のように、フランス農業の輸出競争力政策と
密接に結合しているように思われるが、2014 年の
農業基本法により制定された「地域食料プロジェ
クト PAT」は、より地産地消的な施策の展開を
示しており、地域レベルでのイニシアチブにより、
食料生産から住民の健康栄養アクセスに至るプロ
ジェクトを支援しようとする動きが広がっている

（須田 , 2021）。
ここでは、こうしたフランスの地産地消を進め

るための仕組みである PAT について、フランス
農業省の技術指針 Instruction technique （MAA, 
2020）により説明しておこう。農事法典（L.111-2-
2）によれば、PAT は全国食料プログラム PNA
と、それぞれの州＝地域圏持続的農業プログラ
ム PRAD に応える、地域のボトムアップ型のプロ
ジェクトである。PAT は地域のアクターたちの協
調的活動によって作成され、当該地域での社会的、
環境的、経済的、健康的な争点に応える活動を支
援する。PAT は生産者と加工企業、流通、地方

公共団体、市民社会のアクター、消費者を連携さ
せ、当該地域での農業と食料の品質を向上させる
ことを目的としている（ibid., p.2）。

PNAは2010年の農業近代化法により設定され、
このプログラムは持続的に高品質で、安全で、多
様な食品へのすべての人のアクセスを促すことを
目的としている。地産地消の発展と、最も貧しい
人々への食料援助、栄養を確保するための団体給
食の支援の側面を持っている。さらに2014年の「未
来の法律」が PNA の 4 つの優先目標を定義した。
すなわち「社会的公正」と「食育」、「食品ロス防止」、

「地域への根づきと文化遺産の活用」がそれであ
る。この最後の項目が PAT と関連し、PNA3 が
2019-2023 年について、PAT を技術的、財政的
に支援するとしている（ibid., p.2）。2014 年以降、
PNA の目標にかなったプロジェクトの公募がなさ
れ、5 年間で 150 以上のプロジェクト、670 万ユー
ロが支援されている（CESE, 2020, p.43）。また
2020/21 年の公募として 750 万ユーロの支援を当
てている。2021 年 9 月時点で全国 300 ほどのプロ
ジェクトが PAT として認定されている。

３）地域食料プロジェクトPATの実際
農 業 省 の 技 術 指 針 は、Covid-19 によって、

PAT のアプローチがいっそう適切なものである
ことがわかった、としている。つまり PAT が地
方のアクターたちのシナジーを創出し、農業食
料における地域のレジリアンスを発展させたの
である。そのためにこそ、「復興プラン」は PAT
に、従来予算の 10 倍の 8,000 万ユーロの予算を
新たにつけたのである（MAA, 2020, p.2）。こうし
た PAT の行動を支援するために、農業会議所は
2019 年には 150 のプロジェクトに関与しており、
2021 年には 400 のプロジェクトを支援することと
している。PAT を作成するために、農業会議所
の普及員やコンサルタント会社により、地域の診
断とアクターのマッチングなどがなされている。
2021 年 2 月 2 日に政府は、「復興プラン」の予算
のうち、1 億 1,000 万ユーロを、「新鮮な、高品質
の農産品への、すべての人々の、とりわけ孤絶化
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した、貧しい人々のためのアクセスを可能とする」
ための予算を充てている。そのうちの8,000 万ユー
ロは上述のように PAT にあてられ、既存のプロ
ジェクトの運営や、今後プロジェクトの立ち上げ
にあてられ、3,000 万ユーロは、州＝地域圏をまた
がる広範囲での、新鮮で高品質な食材の調達を行
うための地域イニシアチブに、さらに 2,400 万ユー
ロは、孤立した貧しい人々への連帯的商業活動な
どを行うためのイニシアチブにあてられる（Agra 
Presse hebdo, No.3777, p.26）。

2020 年 12 月の技 術指針によれば、当該の
PAT の主要なテーマとして、以下を選択するこ
とを指示されている。すなわち社会的公正（貧困
者の食料アクセスを含む）、環境（食品ロス防止
を含む）、食育、食文化、団体給食の食料地場産
調達、その他である。また当該のプロジェクトが
なされる地域としては以下から選択することを指
示されている。すなわち、コミューン、EPCI（広
域連合）、PETR（地域農村均衡拠点）、州＝地域
圏自然公園 PNR、県、州＝地域圏、その他であ
る（MAA, 2020, p.13）。農業省に認定されている
わけではないものの、PAT の行動に関与してい
るプロジェクトを含む全国 PAT ネットワークに
加盟している 167 の行動（2019 年末時点）のうち、
53% が市町村広域連合（広域コミューン協力公的
機関 EPCI）で、同様の広域連合（地域農村均衡
拠点 PETR）もしくは事業組合 15％、州＝地域圏
自然公園 PNR が 10% である（CESE, 2020, p.45）。
自然公園なども含めれば、担い手となる地域のレ
ベルは、欧州農村振興政策のリーダー事業のロー
カル・アクショングループなど、すでに何らかの
公共活動を行っている広域連合が大多数を占めよ
う。それでも食をテーマとした地域診断を共有す
ることで、PAT は公共活動の刷新をもたらすと
考えられている。

全国 PAT ネットワーク（RNPAT）はこれに加
盟している 167 のプロジェクトを三つに分類して
いる（ibid., p.45）。
・「農業食品 PAT」：とりわけ学校や病院の団体給
食のために地場産の農産物調達を目指す、地域の

食料のバリューチェーンの組織化を目指す。
・「公正的 PAT」：フードロスの削減、食品栄養的
品質の改善。
・「体系的 PAT」：健康、環境、貧困者への食料援助、
高品質の地場産品の調達などを統合している。

またこれまでPATとして取り組まれているテー
マとしては、「すべての人に地方的で、健康的な
食品へのアクセス、社会的な公正」、「持続的農業
の促進」、「農地保全と就農」「食品ロス防止、食
育」、「地方的バリューチェーンの構築」、「地域食
料自給」、「食文化遺産の活用」などとなっている。

（３）「フランス2030」プランとCAP改革
１）「復興プラン」の実施状況（2021年 9月現在）

フランスはコロナ禍からの「復興プラン」を
昨年 2020 年９月より開始し、2022 年末までの予
定で 12 億ユーロの予算が組まれている（須田 , 
2021）。経済の金融化で得られた利潤が生産財に
再投資されることなく、経済全体が金融市場の不
安定化に曝されることで、先進各国は低成長にあ
えいできた（ボワイエ , 2019）。こうした背景にお
いてコロナ禍はまさに「戦争」と同じ効果を持っ
た。つまり既存の生産資本が陳腐化され、デジタ
ル化を加速することで、先進各国は電気自動車の
開発競争に見られるような脱炭素化へと膨大な投
資を促そうとしているからである。上述のように
農業においても、環境保全に配慮しつつ生産力構
造を高度化するためにもこうした投資が不可欠と
なっている。他方で、地産地消や有機農業など、
これまでのニッチなイノベーションがメインスト
リーム化されつつある。こうしてフランスにおい
て、上述の意味での資本主義的な農業発展に複数
の道が見られることになる。

2021 年 9 月 9 日、農業省は、開始後１年たった
「復興プラン」の概要を示した（フランス農業省
ホームページ、MAA, 2021）。それによれば現在、
予算の半分、5 億 8,000 万ユーロが 2 万 5,000 の
プロジェクトにあてられ、農業者 10 万人（機械
利用協同組合、コントラクターなどを含む）が対
象となっているという。主要な措置として、食料
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主権を達成するために家畜飼料としての大豆の輸
入を削減するべく、タンパク作物支援の予算とし
て 1 億 2,000 万ユーロのうち 7,000 万ユーロが執
行済みで、44 のサプライチェーン形成プロジェク
ト（3,000 万ユーロ、2 万 3,000 人）が支援されて
いる。タンパク作物収穫施設補助（2,500 人）、タ
ンパク作物種子購入支援（1,200 人）が対象となっ
ている。また気候変動対策として 2 万のプロジェ
クト、7 万人が対象となっている。さらに地産地
消支援として 5,000 万ユーロが 420 の小規模市町
村による給食への地場産農産物調達支援にあてら
れ、これは児童 10 万人をカバーするという。地
域食料プロジェクト PAT 支援も順調に進み、現
在 300 の PAT が認定されているという。

２）「フランス2030」プラン
2022 年の大統領選挙をにらんで、マクロン大

統領は 2021 年 10 月 12 日に「フランス 2030」プ
ランを発表した（以下 Agra Presse Hebdo, 2021, 
no.3811 より）。このイノベーション投資プランを
受けて、フランス最大の農業団体である全国農業
経営者連盟 FNSEA 会長 C. ランベール氏は「と
りわけ輸出に関して戦略的な部門として農業が言
及されており、良い知らせだ」と歓迎している。
このプランは全体として今後 5 年間で 300 億ユー
ロの規模で、うち 20 億ユーロが農業および食品
部門に向けられる。これには毎年 5 年ごとにな
され現 4 期の「未来投資プログラム PIA4 （2021-
2025）」の 8 億ユーロが追加されることになる。そ
の内容は以下のようである。
①第三次農業革命に 10 億ユーロ（うち 4 億ユー

ロは PIA4）
これは機械化と化学化に次ぐ、第三次農業革命

としてデジタルとロボット、ゲノムの研究開発と、
気候変動（とりわけ家畜部門でのメタン対策）に
むけられる。また農業者に対しては、これまで普
及してこなかったイノベーティブな設備への投資
支援が予定されている。
②川下の食品栄養と地産地消に 8 億 5,000 万ユー

ロ（うち 4 億 5,000 万ユーロは PIA4）

食品企業による栄養関連の研究開発投資（発酵
など）と、地産地消的なサプライチェーンの構築、
果樹野菜部門に向けられる。
③青年就農、農協、食品企業の自己資金強化に 5

億ユーロ（PIA を含まず）
④木材における新素材開発（セルロース・プラン）

に 5 億ユーロ（PIA を含まず）
ここでも、上述の「復興プラン」と同様、脱炭

素化を通じて農業を成長産業として育成する、と
いう強い意欲が見られる。

３）フランスのCAP改革への取り組み
次期共通農業政策 CAP （2023-2027）について

2021 年 7 月時点で、詳細は決定されてはいないも
のの、現在の農業省案から興味深い論点を引いて
みよう（La France Agricole, 2021c）。 第一の柱
として再分配支払いが 52ha まで支給され、これ
が第一の柱の予算の 10% を占めるという。青年
農業者支払い1.5%も予定されている。現在のベー
ス支払いは引き継がれるとして、次期 CAP の眼
目はグリーン支払いが廃止され、エコ・スキーム
が設定されることであり、これに第一の柱の 25%
があてられる。これはクロス・コンプライアンス
を超える環境保全のためのアグロエコロジー的実
践を対象とし、以下のような項目が対象となる。
(a)「農地面積のアグロエコロジー的管理実践」

作物多角化、不耕起永年草地の維持、カバーク
ロップ。これには作業実践のレベルにより 54 ユー
ロ /ha もしくは 76 ユーロ /ha が支給される。
(b) 環境保全への「認証」行動

環境保全認証（54 ユーロ /ha）、「高レベル環境
価値認証 HVE」および有機農業認証（76 ユーロ
/ha）。
(c)「生物多様性と農業景観」

アグロエコロジー的面積が経営農地全体の 7%
以上の場合（54 ユーロ /ha）、10% 以上の場合（76
ユーロ /ha）。

(a) と (b) には「生け垣」支払いが上乗せされる。
さらに、タンパク作物や肉牛・乳牛、ヤギ羊、

といった特定の生産に結合したカップル支払いが
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継続される。興味深いのはカップル支払いとして
小規模野菜作への支援として0.5ha-3ha（1,700ユー
ロ /ha）があることである。これは地産地消支援
として考えられる。大規模野菜作は慣行的な長い
流通へと向けられるからである。経営への環境認
証の統合については、有機農業団体からの厳しい
批判もある。直接支払の受給要件に農業生産工程
管理（GAP）のような認証を導入すべきかどうか、
興味深い論点であり、注視していく必要があろう

（須田 , 2022a）。
また第二の柱の「農業環境気候変動 MAEC」

措置としては「中間地帯」支援措置があり、これは、
穀物の単収がそれほど高くない耕種、複合作物の
地帯を対象としている。

このように、「復興プラン」や「フランス 2030」
にしても、次期 CAP 改革にしても、これまでの
EU の共通農業政策 CAP の直接支払による所得
形成にもとづいている。これが経営の経済資本（農
地面積や家畜の頭数）に応じて支払われているい
じょう、その飽くなき規模拡大が追求され、機械
設備等への資本蓄積がなされることになる。こう
して形成される農業生産力構造の高度化は、今や
脱炭素化やデジタル化に向けた公的助成をさらに
呼び込む。このようにして生産される農産物の多
くは標準化された産品（穀物や粉乳など）で、国
際競争力の向上が至上命令となっている部門であ
る。他方、地域の小規模な生産者に対しては地産
地消的で社会包摂的な施策の支援もなされている
と言えよう。

５．「孤立貧」：資本蓄積追求の、ひとつの帰結
これまで、EU 農政が直接支払による経営所得

形成を通じて、資本蓄積へと農業者を促してきた
ことを見てきた。脱炭素化やデジタル化を見据え
て、このような投資が積極的に支援されるべきこ
とはもちろんである。こうした農業近代化の趨勢
は農業者に対して、どのような事態をもたらした
のであろうか。なるほど、農業者の所得は著しく
向上したが、それは経営数の減少と経営規模拡大
によってであった。しかしそれは農業経営と「家

族」の関係を大きく変容させずにはおかなかった。
その一端は上述のコントラクターへの経営作業の
全部委託にも見られるとおりである。家族内で経
営継承がなされない場合、経営を家族内で維持し
て、経営をコントラクターに委託することで家族
は利益を分かち合うことができる。Nguen らの表
現を借りれば、「もはや経営に資するべく家族が
動員されるのではなく、家族に資するべく経営が
動員される」（Nguen, et al ., 2020, p.60）のである。
また農業における資本蓄積の論理は家族だけでな
く農業経営者本人にも深刻な影響をもたらす場合
もある。

2019 年末以降フランス上院議会を中心に、農業
者の自死をめぐる問題が取り上げられ、2021 年 3
月には上院報告書（SENAT, 2021）が提出された。
その背景を紹介しておこう（以下、須田 , 2022c
を参照）。

（１）労働のきつさ
2018 年にフルタイム農業者は週 57.9 時間働き、

フルタイム肉体労働者は 37.8 時間、事務的従業
員 38.0 時間、働いている（INSEE, 2019）。驚く
べきことに 1975-85 年に農業者の労働時間はすで
に 55 時間であった。「この期間を通じて資本主義
的強度のいっそうの増加は農業者の労働の負担
を減少させなかったばかりか増大させさえした」

（Lacroix, Mollard, 1990. ただし、Deffontaines, 
2019, p.125 より引用）。2019 年において、農業者
の 88% が、直近 4 週間のうち 1 回は土曜日にも
働いているとし（被雇用者全体では 39%）、71%
が日曜日にも働いている（同 22%）としている

（INSEE, 2020b）。とりわけ長時間労働は酪農にお
いて深刻な問題である。農業における生産性向上
は、農業労働時間の削減を伴わず、これは農業者
に身体的であると同時に精神的な苦痛を与えてい
るのである。

（２）農業者の自死
農業者の自死は 2009 年の酪農危機の時に盛

んにメディアに取り上げられたことに見られる
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ように、経営の経済状況と考えられてきた（須
田 , 2022c）。また 2019 年 9 月以降公開された
Bergeon 監督の映画『大地の名の下に Au nom 
de la terre』は 170 万人の観客動員数を記録した。
これは監督自身の父親（羊飼養経営者であった）
の自死を下敷きにしている。Deffontaines は 28
人の農業者の自死についてその家族や同僚、関係
者からの聞き取りを元に 2017 年に博士論文を完
成している（以下 Agra Presse Hebdo, No. 3733, 
2020 に多くを負う）。それによれば農業者の自死
は経営での労働と家族生活との間での困難（ワー
クライフバランス）、経営移譲の困難、社会的孤立、
自律性の喪失といった要因に分けられるという。

まず、農業者の自死は構造的な問題である。信
頼できる統計のある 1960 年代以降、他の社会
職業分類カテゴリよりも農業者の自死は際だっ
て多く、1970 年にすでに 47 人（10 万人につい
て）で、非農業者の就業者の 29 人を上回る。そ
の後 2008 年の 39 人にまで減少している。実数で
示せば 2015 年には 605 人の農業者が自死してい
る（SENAT, 2021, p.14）。Deffontaines によれば
2007 年〜 2011 年に自死した農業者 786 人のうち
375 人の経営は経営面積 50ha 未満であり、小規
模経営に多いことがわかる。作目別には乳牛と肉
用牛が多い。以下、要因別に紹介しておこう。
①若年の経営者層では労働と家族生活との両立の
困難が多い。農業経営の組織化には親世代や配偶
者の協力が必要であり、他方で、若い夫婦世代は
親世代から自律したいという欲求があり、子供の
世話も加わる。配偶者の多くは農外で働いている。
こうした中での農業者のワークライフバランスは
きわめて脆弱である。農業者世帯の所得でも見て
きたように、配偶者の所得がなければ成立しない
経営も多い。
②引退間際の老齢農業者で後継者のいない場合、
彼らは経営を維持するために自らが支払ってきた
代償について自問することになる。人口全体での
25-64 歳での自死は 45-54 歳でピークに達しその
後減少するが、農業者の場合、このピークを越え
て 55-64 歳まで続く。男性農業者の自死率は 2008

年には一般人口より 28% 高く、45-54 歳では 31%、
55-64 歳では 47% 高かった（SENAT, 2021, p.38）。
息子たちによる「相続拒否」、農業という職業の
否認は高齢農業者の自尊心を傷つける。他方、運
良く後継ぎがいたとしても、度重なる就農助成政
策は、就農助成金 DJA の受給条件を、学歴資格
水準の引き上げや経営計画の提出と関連づける。
今や 40 歳未満の農業者の 80% がバカロレア（大
学入学資格）を取得しているのに対して、40 歳未
満の全就業者でのそれは 72% なのである（Bordet-
Gaudin, et al ., 2021）。こうした近代的な経営計画
は親世代のこれまでの経営とは深刻な緊張をもた
らすこともある。
③社会的孤立が自死を高めている。データは古い
が、1990-98 年の 25-64 歳で、独身農業者は 65 人

（10 万人につき）がこれに該当するが、既婚農業
者では 39 人であった。さらに、小規模農業者の
場合、職業組織や農業者組合、農協、農業会議
所などによる普及活動の集まりにも参加せず、孤
独を感じている場合が多い。柄谷行人は柳田国
男の「孤立貧」（『明治大正史世相篇』）に言及し

（柄谷 , 2014, p.61）、さらに宇沢弘文（『社会的共
通資本』）を引用し、「独立した生産、経営単位と
してとられるべきものは、一戸一戸の農家ではな
く、一つ一つのコモンズとしての農村でなければ
ならない」（柄谷 , 2014, p.66 より）とする。農業
者を地域で孤立させないためにも、上で紹介した
PAT のような仕組みが考えられるべきであろう。 
④ Deffontaines は、自死に至った農業者の特徴と
して、資本蓄積の論理への強迫観念が認められる
としている。それは、市場で生き残るために投資
へと促された結果である。しかし酪農危機等、経
済的な困難があれば即座に経営の自律性を喪失す
るリスクを抱えることになる。

６．おわりに
EU のグリーン・ディールと「農場から食卓へ」

戦略に牽引される形で、また新型コロナ禍からの
経済復興を推し進める中で、脱炭素化を通じた経
済成長戦略が、先進各国の農政において急速に広
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まっている。高い環境的レベルでの農産物の規格
が国際貿易において事実上の標準として課せられ
ようとしているなか、ICT 技術の活用、より効率
的な農薬・肥料の使用のための農業投資が進行中
である。海外市場への農産物輸出の増加を目指し
て、こうした投資が不可欠と考えられている。先
進各国において農業者の高齢化が進み、フランス
でもその平均年齢は 2000 年の 47 歳から 2016 年
には 52 歳となっている。日本についてはもはや言
を俟たないであろう。農業の世代交代を促進する
ためにもこうした高いレベルの環境効率的な投資
への助成が課題となっている。こうした背景にお
いてフランスのコントラクターは資本主義的な農
業経営の一つとして、農業生産力構造の担い手と
なっている。

一方、競争力ある個別経営の強化と同様、中小
規模の経営の地域への根付きも、各国において重
要な課題と位置づけられている。地域の多様なア
クターと連携し、小規模な市場を目指した、小規
模農業も持続可能な資本主義的農業発展の一つの
方向性を示している。競争力ある経営体の育成と
地域レベルでの農業の維持、という時として矛盾
した農業戦略を両立させるのはしばしば困難であ
る。フランスの「地域食料プロジェクト PAT」の
作成についての文献では、学校給食への有機地
場産品の調達に協力的な農業者グループは新規
就農に好意的であるのに対して、遠隔市場へと野
菜を出荷する大規模経営者のグループは、既存の
経営の規模拡大にプライオリティをおき、地域の
野菜部門の過剰生産を警戒する（Serrano, et al ., 
2021）。こうして同一地域内でも、多様な農業者
に対話のテーブルについてもらうのに多くの困難
がある。

都市の非正規労働者の過酷な状況は日本でも広
く知られ、不十分ながらも多様な施策が講じられ
ようとしている、と期待したいが、農村部での農
業者の孤立回避も重要な課題であろう。地域の食
料民主主義を目指すプロジェクトは脆弱な立場の
消費者のみならず農業生産者の社会包摂にも配慮
するものであってほしい。日本でもフランスでも

先進各国の農業食料部門は同じような課題を抱え
ている。農業者が、生きる「はりあい」をもって
仕事を続けられる仕組みとはどのようなものであ
ろうか。自問しつつ筆を置きたい。

【注】
1） 我々がここで「プロジェクト」と呼ぶのはボルタンスキー

とシアペロ（2013）『資本主義の新たな精神』の意味にお
いてである（須田, 2013）。資本主義とは「形式的に平和
的な手段による、無制限の資本蓄積欲求（ボルタンスキー、
シアペロ, 2013, 上巻p.29）」と定義され、その空虚さによ
り資本主義はアクターを動機づけるための「精神」を欠
如している。資本主義の精神は、資本主義への「批判」
によって外部から供給される。グローバル化と分権化を
背景として、1980年代にそれ以前の福祉国家的装置を解
体することで、プロジェクトを中心としたネットワーク
が資本主義に精神を吹き込むことができた。プロジェク
トは一時的で、暫定的たらざるを得ず、新たなプロジェ
クトを立ち上げるために参加者たちはソーシャル・キャ
ピタルを絶えず蓄積しなければならない。新しい資本主
義では、持てる者による持たざる者の搾取とならんで、
プロジェクト参加への移動可能性、可動性の格差が利潤
の源泉である。本章の文脈でいえばプロジェクトのマネー
ジャーは、継起的に地域のプロジェクトを開始するため
に、官民の間でもしくは地方公共団体の間でのネットワー
クを絶えず構築し、財源を確保し、プロジェクト参加者
に対して雇用される能力（エンプロイヤビリティ）を提
供しなければならない。プロジェクトによる地域の構築
は、このような意味で理解されなければならない（須田, 
2022b）。

2）農業所得で、標準粗収入PBSが2万5,000ユーロ未満の小
規模経営は、一般的に農業査定課税制度forfait agricoleで
申告しているため、農業所得を正確に把握することは困
難である。そのためDelame （2015）では、中大規模経営
の農業者の家庭foyers fiscauxが対象となっている。他方、
第4表は、同一世帯ménageで、その額にかかわらず農業
所得を申告した人がいる場合の課税世帯ménage fiscalが
対象となっている。課税世帯は、同じ家に住む人が異なっ
た制度の課税申告をした場合、複数の課税家族foyersか
ら構成される。したがって第4表は65歳未満の小規模農業
経営者の家族を含んでいる。なお第3表で所有所得という
のは、職業資産（農地）からの所得であり、同居の親や
農業者本人に農業法人から支払われる小作料を指してい
ることが多い。

3） Nguenらは2010年センサスと2016年農業構造調査により、
コントラクターに農作業を「顕著に委託する」経営を推
計している（Nguen, et al ., 2020, p. 49）。この場合、その
指標として以下の二つの基準が取られる。最初のそれは
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「コントラクターに委託される労働割合」であり、コント
ラクターの労働量/全体労働量が9%以上であることであ
る。次の指標は経済規模に関わり、コントラクターの労
働日数/標準販売額（1,000ユーロ）が0.23以上であること、
であり、この二つの基準を満たす場合「顕著に委託する」
経営とされる。また調査対象となるのは標準販売額5,000
ユーロ以上の経営であり、5,000ユーロ以上2万5,000ユー
ロ未満の経営は小規模経営とされ、それ以上が中大規模
経営とされる。

4） マルクスによれば、資本蓄積とは、原始的蓄積過程を経
て資本による資本の生産が自立化した後に、労働者の不
払い労働（剰余労働）の資本家による搾取に基づいている。
資本家が生産手段の拡大のためにこの一部を再投資する、
その過程が資本蓄積とされるが、「資本主義」の定義をめ
ぐる決着のつかない議論を回避して、我々としては農業
経営者が公的支援と利潤の一部を経営の拡大再生産に向
けることを「蓄積」とする。
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【付記】
前号掲載された拙稿「プロジェクトとしての都市食料主

権―フランスの「地域食料プロジェクトPAT」等を事例に
―」『総合政策』第22巻に誤りがあった。62ページ及び64ペー
ジの「GATTウルグアイラウンド交渉」はそれぞれ「WTO
交渉」の誤りである。記して訂正したい。


